
交通ルールを守り正しい交通マナー
を実践するとともに、道路交通環境の
改善に向けた取り組みを推進し、交通
事故防止を図ることを目的に運動して
います。
依然として後を絶たない「飲酒運転」

・「シートベルト等の未着用」、またスマ
ホの「ながら運転」や「あおり運転」など
交通安全に対する意識の低下が叫ば
れています。
私たち一人一人が交通ルールを守
り、相手に対する 「思いやり ・ ゆずり
合い」の気持ちを持ち、交通事故の防
止に取り組んでいきましょう。

出張所管内（国道４５号東松島市～登米市津山町 ・ 国道１０８号石巻市）の国道に関する話題をお伝えします。
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・子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
・自転車の安全利用の推進
・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

・飲酒運転の根絶

運動重点

事故じこ

いしこく 信いしこく 信

交通ルールを
守りましょう！


